
都市計画の変更について (小那覇・東崎工業地区）都市計画の変更について (小那覇・東崎工業地区）
下記の那覇広域都市計画用途地域及び地区計画を都市計画決定しました

【都市計画の種類】
　那覇広域都市計画 用途地域

【都市計画の名称】
　西原町小那覇地区（西原町決定）
　平成26年7月22日告示

【都市計画を定める土地の区域】
　西原町字小那覇

【お問い合わせ】　総務部税務課　徴収・収納係　　☎945-4729

【お問い合わせ】　建設部都市整備課　都市計画係　☎945-4496

【概要】町道小那覇マリンタウン線が供用開始したこ

とから、両側の沿線について道路境界から奥行 25ｍ

の範囲 (約2 h a) について、幹線道路の沿道利用にふ

さわしい調和のとれた建築物 ( 一定規模の店舗、事

務所、中高層住宅等 )の立地を可能とし、良好な沿道

空間の形成を図ることを目的に用途地域の変更を行

いました。

小那覇地区

【都市計画の種類】
　那覇広域都市計画 地区計画

【都市計画の名称】
　東崎工業地区 地区計画（西原町決定）
　平成26年7月28日告示

【都市計画を定める土地の区域】
　西原町字東崎

【概要】東崎工業地区 ( 東崎工業団地 ) の約 6.2 h a に

ついて、工業団地としての基盤整備の効果を維持す

ることや、良好な環境の創出と保全を図るため、建

築物の用途の制限、敷地の細分化の防止の制限を内

容とする地区計画を定めました。

東崎工業地区

【両地区の図書の縦覧場所】　西原町役場　建設部都市整備課

平成26年10月1日から証明書発行等の手数料が改定されます平成26年10月1日から証明書発行等の手数料が改定されます
　西原町では行政サービスの向上を図るため、各種証明書等の発行を迅速化する電算システム導入

や改ざん防止用紙の購入などを行ってきました。しかし、これまで20年余にわたって据え置かれて

いる現行手数料では、経費を賄えない状況となっています。そのため、財源の確保と町の財政基盤の

強化を目的として、以下のとおり各種証明書の発行等に関して、手数料の金額が変わります。町民の

みなさまのご理解とご協力をお願いします。

印鑑登録に係る手数料

総務部町民生活課

☎945-5012

総務部税務課

☎945-4729

福祉部健康推進課
☎945-4791

福祉部介護支援課
☎945-5013

関係各課

関係各課

契約、補助金、交付金等に関する証明に係る手数料

介護保険料納付証明に係る手数料

その他の証明に係る手数料

納税義務者数（人） 9,658

80.8%

1,812

固定資産税 軽自動車税 町県民税（普通徴収に限る）

納期限内に納付した人の割合(1期分)（％）

口座引落し件数(1期分)

口座引落し不納件数(1期分)
（うち残高不足）

印鑑登録証明、住民票の写し、住民票記載事項証明、
戸籍の附票の写し、身分証明書、公簿、公文書等の閲
覧に係る手数料

国保税納付証明、後期高齢者医療保険料納付証明
に係る手数料

所得証明、納税証明、課税証明、営業証明、扶養証明、
資産証明、評価証明、課税台帳の写し、宅地課税証
明、建物滅失証明、公課証明、地籍併合図の写し、台
帳閲覧に係る手数料

平成26年度　町税の期限内納付の状況

口座引落としの推奨について
○町税の納付は、納め忘れのない『口座引落し』が便利です。

○口座引落しの登録をしている方は、口座引落日の前に残高の確認をお願いします。
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証明書等の種類 現行手数料 新手数料 担当課

200円

200円
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きゃん
☎882-8177　　 0120-36-7930 営業時間 平日 AM9:00~PM6:00

事務所司　法　書　士 与那原町字東浜 23番地 2

完全個室の相談ブース完備。

代表司法書士

お気軽にご相談ください（要予約）

など
司法書士に
ご相談ください

※借金問題は初回相談無料です

喜 屋 武  力土地家屋調査士

〈業務内容〉

不動産登記、会社設立・登記、分筆、裁判手続

相続、遺言、後見人、借金問題などの法律相談

相 続 遺 言 借 金後 見 人
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ものまねタレント　魅川憲一郎
イメージキャラクター

ものまねタレント　魅川憲一郎
イメージキャラクター

広報にしはら　No.511  H26.9.1 広報にしはら　No.511  H26.9.111 10

○町税の納付が遅れた場合は、預金や給与・不動産等の『差押』を行います。


